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( 1 ) 明 治前期に お け る 日 本 鉱山業の 革新

明

治

維
新
政

府
が

と
っ

た

日

本
の

鉱
山

業
に

対

す

る

政

策
に

つ

い

て

は

二

つ

の

時
期
区

分
が

可

能
で

あ

る
｡

ま

ず
こ

の

点
か

ら

考

察
を

は

じ

め

よ

う
｡

第
一

期
は

｢

鉱
山
心

得
書
+

(

明

治
五

年
三

月
)

発

令

ま

で

の

(

1
)

段
階
で

あ

る
｡

こ

の

段
階

は

さ

ら

に

｢

行
政

官
布
告
+

(

明

治

元

年
十
二

月
)

発
令
を

境
と

し

て

二

つ

の

時
期
に

区

分
さ

れ

よ

う
｡

す

な
わ

ち
､

一

八

六

八

(

慶
応
四
)

年
一

月
､

さ

き

に

王

政

復

古
､

将
軍
職
廃
止
を

宣
言

し

た

明

治
政

府

と
､

｢

討
薩
長
+

を

か

か

げ
た

幕
府
の

間
に

､

兵

庫
沖
海

戦
･

鳥
羽

伏
見
の

戦
を

直

接
の

契
機
と
し

て

本

椅
的

内
乱
が

開
始
さ

れ

た
｡

そ

し

て

新
政
府

軍
の

津

田

真

激

勝

利
の

過

程
で

幕
府
が

所
有
な
い

し

支
配
す

る

諸

鉱
山
･

精
練
所

は

す
ぺ

て

新
政

府
の

手

中
に

入
っ

て

い

っ

た
｡

軍
備
を

外

国
の

供

給
に

た

よ

り
､

軍

資
金
を

京

阪

神
な

ど
の

商
人

資
本
の

援
助

に

よ

っ

て

の

み

戦
争
を

遂

行
し

え
た

新

政
府
に

と
っ

て
､

金
銀
銅
の

確

保
は

焦
眉
の

急
で

あ
っ

た
｡

そ

こ

で
→

方
で

ほ

私

蔵
の

銅
蔵
を

接

収

す
る

と

共
に

､

私

業
鉱
山
の

閲
採
を

禁
止

し
､

他

方
､

全

国
産

出
金

銀
銅
買
収

を

任

務
と

し
て

い

た

幕
府
鋼
座
役
所
を

接
収

し
､

鋼
会
所
と

改
め

(

二

月

大

阪
､

四

月

江

戸
)

､

会
計
事

務

局

管

轄

と

し
､

｢

私
二

銅
顆
ヲ

安
男
ス

ル

ヲ

禁
止
+

し
､

｢

幕
府
ノ

嘗
制
二

仇
テ

諸
国
ノ

生

銅
･

古
鋼

･

塊
銅
ヲ

鼓
二

輪
納
セ

シ
+

め
る

令
を

発
し

た
｡

こ

れ

が

第
一

期
の

う

ち
の

前
期
に

あ

た
.
る

｡

ズ

J

つ

い

で
､

東
北

戦
争
の

翌

月
に

は
､

薩
摩
藩
雇
用
の

フ

ラ

ン

シ

詔
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ス

ク
･

コ

ワ

ニ

エ

を

旧

御
手

山
の

生

野
銀
山
に

派

遣
し

(

最
初
の

鉱
山

業
雇
用
外

人
)

､

十
二

月
に

は

官
行
と

決
定
(

鉱
山
正

規
官

行

の

始
め
)

､

ま
た

銅
会
所
を

鉱
山

局

(

七

月
)

か

ら

鉱
山
司
へ

改

称
し
(

十
二

月
)

､

貨
幣
司
か

ら

独

立
さ

せ

た
｡

明

治
政

府
は

東
北

戦
争
以

後
に

始
め
て

自
信
を

え

る

に

至
っ

た

こ

と

は

明

治
政

治

史

が

明

ら
か

に

す
る

と
こ

ろ
で

あ

る

が
､

そ

の

こ

と

は

以

上
に

み

た

週

番
に

よ

っ

て

も

う
か

が

う
こ

と

が

で

き

よ

う
｡

そ

し
て

鉱
山

業

に

つ

い

て

の

具
体

的
政

策
は

こ

の

時
以

後
､

行
政

官
布
告
を

通
じ

て

展
開
が

開
始
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

そ

れ

ら
を

要
約
し

て

み

よ

う
｡

一

､

民

鉱
閲
採
の

許

可

と

政

府
の

介
入

｡

ま

ず
､

｢

従
来
人

民

の

私
二

金

銀

銅
ノ

各
鋸
ヲ

閲

採
シ

及
ヒ

鱗
物
ヲ

安
男
ス

ル

ハ

国
禁

二

属
+

(

｢

鱗
山

司

魔
務
事
宣
+

二

年
四

月
)

し

て

い

た

が
､

そ

れ

を

｢

各

藩
ノ

封
内
二

於
テ

検
出
セ

ル

金

銀

銅
ノ

諸
鱗
山
ハ

政

府
之

ヲ

管
理
セ

ス
+

(

｢

瑛
山

司

通

牒
+

二

年

五

月
)

と

し
､

た

だ

し

｢

時
々

本

司
ノ

官
吏
ヲ

派

遣
シ

テ

開
採
ノ

法

方

ヲ

俸

受
セ

ス

+

(

｢

横
山

虞
務
事
宣
+

)

と
し

た
｡

二
､

私

的

売
買
の

規
制

｡

｢

行

政

官
布

告
+

で

は

｢

金

銀

共

山

元
ニ

テ

十

分
精
錬
ノ

上

差
出
+

す

も
の

を

鉱
山

司
が

買
収

す
る

こ

と

を

定

め

た
一

方
､

｢

人

民

私
二

安
男
ス

ル

コ

ト

ヲ

聴
シ
+

た
｡

し
か

し

な

が

ら
､

二

年
五

月
に

な
る

と

金

銀
の

私

的
売
買
を

禁
止

し
､

八

月
に

は

買
収

事
務

を

大
蔵
省
造

幣
寮
に

移

し
､

三

年
十

一

湖

月
に

は

貨
幣
鋳
造
の

た

め
に

金

銀

銅
の

私
的

売
買
は

す
ぺ

て

禁
止

さ

れ
､

四

年
六

月
に

な
っ

て

よ

う
や

く
こ

の

禁
止
が

緩
和
さ

れ

た
｡

三
､

鉱
産
額
の

把
握

｡

｢

行
政

官
布

告
+

は

｢

府
藩

牒

所

領
の

金

銀
銅
出

高
年
年
錬
山

司
へ

可

届
事
+

と

命
令
し

､

三

年
十

月
に

は

こ

れ

を

石

炭
に

も

及
ぼ

し
､

四

年
六

月
に

は

各
鉱
産
物
年
産
量

を

大
蔵
省
に

報
告
さ

せ

る

こ

と
に

発

展
し
た

の

で

あ

る
｡

第
二

期
は

｢

銭
山

心

得
書
+

発
布
以

後
で

あ
っ

て
､

こ

の

時
期

も

ま
た

｢

日

本
坑
法
+

(

六

年
七

月
)

の

発
布
に

よ
っ

て

二

つ

の

時
期
に

区

分
さ

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

す
な

わ

ち
､

明

治
四

年
に

入
る

と

新
政
府
の

鉱
山

業
政

策
は

着

々

と

整
備
さ

れ

て

き

た

の

で

あ
っ

て
､

四

月
に

は

鉱
山
業
を

始
め

よ

う
と

す

る

｢

出
願
者
の

身
元
を

取

調
べ

…

…

何
の

上

御
差
許
し

相

成
相
嘗
の

税

為
粕

納
請
負
可
申
付
+

き

布
告
が

太
政

官
か

ら

各

府
藩
に

あ

て

て

発
せ

ら

れ
､

ま
た

鉱
山

間
接
の

県

庁
委
任
を

廃
止

し
､

官
坑

は

エ

部
省
直
轄
と

し
､

民

坑
は

許
可
･

収
税
に

改
め
た

の

で

あ

る
｡

こ

う
し

て

鉱
山

行
政
に

つ

い

て

立

法
作
業
を

続
け

な

が

ら
､

五

年
三

月
に

鉱
山
心

得
吾
が

う

み

出
さ

れ

る

に

至
っ

た
｡

こ

れ

を

第
二

期
の

前
段
と

考
え

る

こ

と
が

で

き
る

｡

鉱
山

心

得
書
の

主

眼

点
は

､

｢

鋳
物
な

る

も

の
､

都
て

政

府
の
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所
有
と

す
､

故
に

濁
り

政

府
の

み

之
を

開
探
す
る

分
儀
あ

り

と

す
｡

故
に

何
れ

の

鏡
山

を

諭
せ

ず
､

其
の

地

面
は

地

主
に

属
す

と

雄
其

他
に

在
る

虞
の

瑛
物
は

､

共
地

表
に

現
は

る

る

と
､

地

底
に

在
る

と

を

諭
せ

ず
､

皆
政

府
の

所
有
に

し
て

､

地

主
の

所
有
に

あ

ら

ず
､

此

儀
判

然
識
別
せ

ず
ん

ば
あ

ら

ず
+

と
い

う
点
に

あ

る
｡

従
っ

て

鉱
物
所
有
権
は

政

府
に

属
し

採
掘

権
を

政

府
が

有
し

て

い

る

の

だ

か

ら
､

｢

国
民
の

開
探
せ

る

も
の

は

悉

く

政

府

よ

り

の

請
負
稼
に

非
る

こ

と

な

し
+

と

さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

｢

請
負
稼
+

の

用
語

は

幕
府

時
代
の

継
承

で

あ
っ

て
､

明

治
政
府
が

こ

れ

を

統
一

的

政

権

の

下
に

再
確
認
し

た

こ

と

は

注
目
に

催
す
る

｡

後
期

｡

日

本
坑
法

発
布

｡

鉱
山

心

得
書
に

結
集
さ

れ

た

精
神
は

六

年
七

月
の

日

本

坑
法
の

八

草
三

十
三

款
に

及
ぶ

詳
細
な

規
定
に

具
体

化
さ

れ
､

明

治
前

半
期
の

鉱
山

政

策
は

こ

こ

に

完
成
し

､

明
(

2
)

治
二

十
五

年
に

至

る

ま

で

日

本
鉱
山

業
を

律
す
る

こ

と

に

な
っ

た
｡

日

本

坑

法
は

エ

部
省
雇
鉱
山

師
長
ゴ

ヲ

ト

フ

レ

イ
が

イ

ギ

リ

ス
､

オ

ー

ス

ト
ニ
ア

リ

ア

及
び

ス

ペ

イ

ン

の

鉱
業
法
規
を

参
照

起
案
し

､

吉
井
享
が

修
正

し

た

も
の

と
い

わ

れ

る
｡

要
点
は

ほ

ぼ

次
の

九

項

で

あ

る
｡

川

鉱
物
の

有
鉱
質

､

無

鉱
貿
へ

の

分

類
及
び

そ

れ

ら
の

(

3
)

政

府
所
有
宣

言
､

こ

れ

は

前
と

同
じ
｡

仏

日

本
人

以

外
は

試
掘

･

借
区

･

採
掘
を

し

得
な
い

｡

こ

れ

も

前
と

同
じ
｡

㈲

試
掘
期
間
は

一

カ

年
､

そ

の

間
の

産
鉱
売

却
禁
止

､

試
掘
鉱
区
は

無
税

｡

㈲

鉱

業
用

必

要
土

地

所
有
地

主
へ

の

借
区

者
の

補
償
金

支

払
義
務
規
定

｡

㈲

試
掘
を
へ

て

借
区

を

出
願
す

る

者
に

対

し

地

主
は

拒
香
で

き

な

い
｡

但
し

地

主
の

試
掘

ほ

他
に

優
先

す

る
｡

借
区
は

十
五

年
間

一

期
､

但
し

試
掘

･

借
区

と

も

満
期

更
新
で

き

る
｡

㈲

年
間
事
業
ほ

鉱
区
五

百

坪
当

り

健
康
男
子
の

延

三

百

労
働
日

以

上
の

こ

と
｡

の

探
鉱

･

疏
水

･

運

輸
用

に

自
己
の

借
区

以

外
に

わ
た

っ

て

通

洞
を

設

け

得
る

｡

残
柱
用

以

外
の

鉱
物

は

出
来

る

限

り

採

掘
の

こ

と

(

之
を

犯

し

た

時
に

は

罰
金
)

｡

㈲

鉱
区

五

百

坪
毎
に

借
区

税
年

一

円
､

及
び

鉱
産
物
代
価
の

三

-
二

〇

%

を

鉱
物

税
と

し
て

政

府
に

納
め
る

こ

と
｡

但
し

鉄
及
び

無
鉱
貿
は

借
区

税
五

十

銭
｡

㈱

有
鉱

貿
(

金

属
)

の

閲
坑

者
は

必

ず
精
錬
業
を

兼
ね

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

(

1
)

全

文
は

高
野
江

基
太

郎

『

日

本

炭
横

誌
』

明

治

四

十
一

年
刊

､

一

〇

-
一

一

頁
｡

『

本

邦
石

炭

事

情
』

三
一

-
三

二

頁
に

よ

る
｡

要

点
は

鉱
山

懇

話
会

『

日

本

鉱
業

発
達

史
』

上

巻
昭

和

四

年

刊
､

五

八

頁
に

く
わ

し

い
｡

(

2
)

全

文
ほ

大

蔵
省
『

工

部

省

沿

革
報

告
』

明

治
二

十
一

年

刊
､

大

蔵
省

編

纂

『

明

治

前

期

財
政

経
済

史

料

集

成
』

第

十

七

巻
､

五

四

1

五

九

頁
に

よ

る
｡

日

本

坑
洪

は

工

部

省

雇

鉱
山

師

長
ゴ

ア

ト

フ

レ

イ

が

イ
ギ

リ

ス

及
び

オ

ー

ス

ト

ラ

リ

ア

の

鉱
業
法

規
を

参
照

し
て

起
案

し
､

青

井
享
が

修
正

し

た

も
の

と
い

れ

わ

る

(

鉱
山

懇
話
会

『

日

本

3 β7
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鉱
業

発

達

史
』

上
､

前

出
､

五

九

頁
)

･ ｡

あ

る

筆
者

は
ス

ペ

イ
ン

の

制

度
に

よ
っ

た

と

い

っ

て

い

る

(

古

河

潤

吉

『

鉱
業

誌
』

､

大

隈

時

信

撰

『

開

国
五

十

年

史
』

明

治

四

十
一

年

刊
､

下

巻
五

一

二

頁
｡

秋

田

県

『

秋

田

県

史
』

県

治

部
四

､

第

七

冊
､

鉱
産

業

篇
､

鉱
山

鉱
業

絵
説

､

一

一

五

頁
)

｡

日

本

坑
法
に

つ

い

て

は

ネ
ッ

ト

ー

『

日

本

鉱

山

編
』

明

治

十
三

年

刊

(

朝

日

新
聞

社

『

日

本

科
学

古

典
全

書
』

第

九

巻

所

収
)

の

批
判
が

一

番
克
明
で

あ

る
｡

(

3
)

『

国

民
の

閲

採
せ

る

も

の

は
､

悉

く

政

府

よ

り

の

請
負
稼
に

非

る

事

な
し
』

と

い

う

字
句

が

目
に

つ

く
｡

こ

こ

の

請
負
と

い

う

用

語

は

こ

の

四

年
四

月
の

布

告
に

既
に

現

わ
れ

て

お

り
､

そ

の

後
も

し

ば

し

ば

見

出

す
こ

と

が

で

き
る

｡

ま
た

高
野
江

氏
を

始
め

と

し

て

明

治

以

来
の

研
究

者
も
こ

の

点
の

意

義
を

力

説

し
て

い

る
｡

と

こ

ろ

で
､

請
負
と
い

う

字
句

は
､

徳
川

時

代
の

鉱
山

経

営

形

態
を

大
き

く

わ

け
､

一

方

を

幕

府
､

乃

至

津
直

轄
の

御
手

山

乃

至

直

山
と
い

い

､

他

方

を

山

師

請
負
の

請

負

山

と
い

う

場

合
の

後

者
と

同

義
に

用
い

ら

れ

て

い

た

と

考
え

て

よ

い

｡

こ

の

こ

と

は
､

明

治
二

年
に

鉱
山

権

正

大

島
高

任
が

小

坂

銀

山

官

行
に

つ

い

て

設

備

拡

張
に

関

す

る

何

事
の

中

に

｢

…

…

迫

三
和

負
山

願
之

者
も

多
分
に

相

成
金

銀
駒

方

相

進

可

申

…

…
+

(

『

大

島
高
任

行

賓
』

昭

和
十
三

年

刊
､

六

四

九

-
六

五

〇

頁
)

と

述
べ

て

い

る

こ

と
か

ら
も

わ

か

る
｡

大

島
高
任
は

南
部

藩
以

来

鉱

山

経

営
の

専

門

家
で

明

治
以

後
は

小

坂
､

大

富
､

十

和
田

､

釜

石
､

阿
仁

､

佐

渡
の

諸

鉱
山
に

歴
任
し

て
一

生

を

終
っ

た
の

で

あ
る

が
､

生

涯
の

彼
に

つ

い

て

の

ほ

と

ん

ど

す
べ

て

の

記

述
は

『

大

島
高

任

行

実
』

に

納
め

ら

れ
て

い

る
｡

従
っ

て

同

書
は

史
料
と

し
て

ほ

き
わ

め

て

真

実

性

が

高
い

の

で

あ
っ

て
､

書

簡
な

ら

び

に

公

文

書
の

書

式

及

射
り

J

び

内

容

は

明

治

前

半

期
の

鉱
山

行

政
を

非

常
に

よ

く

現

わ

し
て

い

る
｡

単
に

請
負
の

言

葉

だ

け
で

な

く
､

普

請
と

か

御
手

行

と

か

仕

法

と
か

徳
川

期
の

言

葉
が

こ

の

時

期
に

至
る

所
で

駆

使
さ

れ

て

い

る

点
は

興

味
深
い

｡

二

以

上

の

諸

段
階

を

経
過

し

た

鉱
山

業
政

策

は

｢

日

本

坑

法

嶺

布
+

に

よ

っ

て

全

般
的
体

制
を

整

備
す
る

に

至
っ

た
｡

と

こ

ろ

で

こ

の

よ

う

な

政

策
の

編
成

と

並

行

し
て

､

む

し

ろ
そ

の

積
極

的
内

容
と

し
て

あ

げ
ら

れ

る
べ

き

も
の

は
､

い

う

ま
で

も

な

く
､

明

治

政

府
白
身
の

直
接
の

手
に

よ

る

鉱
山

企

業
経

営
と

外

国

技
術
の

移

植
と

で

あ

ろ

う
｡

明

治
元

年
か

ら

十
三

年
に

至
る

ま

で

の

鉱
山

及

び

炭
坑
官
行
(

仮
官
行

を

含
む
)

数
は

手
も

と
の

史
料
に

よ
っ

て

(

4
)

も
六

十
七
の

多
数
に

の

ぼ

る
｡

｢

我

国
鋸
芙

蓉
達
の

歴

史

は
､

維

新
以

前
の

事
は

官
営
以

外
に

言
ふ

に

足
る

者
少
し

､

維
新

以

後
に

あ

り

て

も

富
坑

良
山
は

皆
官
業
に

属
し

､

一

私
人
に

属
す

る

媒
山

の

如
き

は

背
教
々

と

し
て

言
ふ

に

足
る

も
の

な

く
､

蝶
直
の

棺
大

な
る

稼
行
者
は

中
央
政

府
に

あ

ら

ず
ば

啓
藩
主

た

る

の

婆
あ

り
+

(

古
河

潤

吉
『

銘
菓
誌
』

前
出
五

一

二

頁
)

と

さ

れ

る

所
以
で

あ

る
｡

事
実

､

明

治
政

府
ほ

薩
摩

･

加
賀
な

ど
の

大

藩
や

大
藩
に

連
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閲
し

た

鉱
山
に

は

強
力

を
ふ

る

い

得
な

か

っ

た

け
れ

ど

も
､

そ

れ

以

外
の

有
望

鉱
山
を

､

内

外

専
門
家
を

全

国
に

わ

た
っ

て

調

査

さ

(

5
)

せ

た

あ

と

で
､

次
々

に

官
行

と

決
定
し

て

い

っ

た

の

で

あ
っ

た
｡

元

年
か

ら

十
三

年
ま

で

の

六

十

七

官
行
炭
坑
を

年
別
に

す
れ

ば
､

元

年
二

1
生

野
･

紫
園
山

､

二

年
十

三

1
守
屋

･

佐

渡
･

三

斗
小

屋
(

三

戸
木
屋
)

･

毛

倉
野

･

白

浜
･

浜
･

縄

地
･

湯

殿

山
･

月

山

沢
･

穴

沢
･

小

坂
･

平

戸
･

茅

沼
､

三

年

六

-
青

野
･

午

房

野
･

東
松

･

足
延

･

大

森
･

肴
沢

､

四

年
一

-
十

輪
田

､

五

年
七

-
朝
来

･

明

延
･

中

瀬
･

川

上
･

樺
山

･

小

畑
･

宝

満
山

､

六

年

十

八

-
尾

大
･

八

光
･

細
谷

･

広
島

･

鵜
汀
浦

･

半
田
･

大

橋
･

橋
野

･

鎌
ガ

峯
･

粟

村
･

尾

平
･

内

ノ

ロ
･

木

浦
･

赤

谷
･

大

著
･

真
金

二
二

池
･

十

輪
田

(

鈴
)

､

七

年
一

-
高

島
､

八

年

十

四

-
阿

仁
･

院
内

･

向

山
･

失

構
･

八

森
･

太
良

･

加

護
山

･

細

地
･

手

糠
･

小

繋
･

荒
川

･

川

口
･

明

取
決

･

玉

川
､

十
一

年
一

-
中

小

坂
､

十
二

年
二

-
池
戸

･

幌
内

､

十
三

年
二

-
小

坂
･

十

輪
田

､

い

ず
れ

も

再
官
行

｡

ま

た

鉱
種
別
に

す
れ

ば

多
少
重

複
す

る

け

れ

ど

も

次
の

通

り
｡

金

銀

共
に

十

五

山
､

銅
十

一

山
､

鉛
共

に

八

山
､

石

炭
六

山
､

錫
四

山
､

水

銀
一

山
､

不

明

四

山
｡

金
･

銀
･

銅
の

圧

倒
的

重

要
性
を

み

る

ぺ

き

で

あ

る
｡

地

方

別
に

す
れ

ば

秋
田

二

十
一

､

兵
庫
七

､

岩
手

六
､

静

岡
五

､

青
森
四

を

始
め

と

し

て
一

道
十

六

県
に

分

散
し
て

い

る
｡

(

4
)

『

工

部

省
沿
革

報
告
』

､

前

出
｡

｢

大

蔵

省

沿

革

志
+

(

『

明

治

前

期

財
政

経
済

史
料
集

成
』

第
二

-
三

巻
)

､

農
商
務

省

鉱

山

局

『

本

邦

重

要
鉱
山

要

覧
』

大
正
二

年
刊

｡

協
調

会
『

全

国
工

場
鉱
山

名

簿
』

大

正

十
一

年
刊

｡

日

本

書
房

『

日

本

鉱
山

捻

覧
』

昭

和

十
五

年

刊
｡

な

ど
に

よ

り

計

出
し

た
｡

念
の

た

め

に
､

一

､

『

工

部

省

沿

革
報

告
』

中
､

三

戸
木
星

金

山
は

二

年

四

月

官

行
､

恐

ら
く

同

山

異
坑
の

三

斗

小

屋

銀

山

は
三

年
四

月

官
行

､

こ

れ

ら
ほ

ま

と

め

て

二

年
の

分

と

し

て

計

出
､

北

方

曲

坑

は
工

部

省
が

明

治

十
二

､

三

年
の

頃
試

掘
し

た

も

の

で

あ

る

が

明

確
な

年
代

ほ

分

ら

な
い

(

日

本

石

油

株
式

会

社

『

日

本

石

油
史
』

大

正

三

年

刊
､

一

〇

〇

頁
｡

日

本
工

学

会

『

明

治

工

業
史
』

鉱
業
篇

､

昭

和
五

年

刊
､

九
二

三

頁
)

｡

二
､

小

坂

銀

山

は

｢

小

坂

鉱
山

沿

革
適
要
+

に

よ

れ

ば

明

治

三

年
一

月

官
行

と

あ
る

が

｢

工

部

省
沿

革
報

告
+

に

よ

れ

ば

二

年
十

一

月

官

行

と

さ

れ

て

い

る
｡

こ

こ

で

は

後
者
を

と

る
｡

三
､

｢

エ

部

省
沿

革
報

告
+

に

ょ

れ

ば
､

明

治
六

年
六

月

備

後
安
芸
二

国
の

鉄

山

を

島
根

支

庁
の

所
管

と

し
､

十

月

民

坑

と

し

た

と

あ
る

が
､

『

日

本

鉱
業
発
達
史
』

(

前
出
)

は
､

こ

れ

を

明

治
八

年
以

降
官

行
の

部
に

入

れ

(

六
二

頁
)

､

ま

た

前

田
六

郎

『

和

銅
和

銑
』

昭

和

十

八

年
刊

､

に

よ

れ

ば
､

明

治

八

牛

皮
広
島

県

数

十
の

鉄
山

を
一

括
し

て

官

営
と

し

て

広
島
銑

山

と

称

し

た

と

さ

れ

て

い

る

(

一

三

-
一

五

頁
)

｡

こ

こ

で

は
､

江

戸

時

代

以

降
浅

野

藩
営

､

明

治
六

年
官

行
､

六

年
中

民

坑

(

請

負
稼
)

､

八

年

再

官
行
と

す
る

『

明

泊
工

業
史
』

鉄

鋼

篇
､

昭

和
四

年
刊

､

五

六

-

五

七

頁
を

正

し
い

も
の

と

考

え

る
｡

3 ∂∂
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(

5
)

｢

諸

鏡
山

ヲ

三

等
二

区

分
シ

第
一

等
ハ

エ

部

省

之

ヲ

直

営
シ

第

二

等
ハ

地

方

應
二

管

理
セ

シ

メ

第
三

等
ハ

土

民
二

束

嘗

閲

監

セ

シ

ム

+

五

年
二

月
工

部

省
･

大

蔵
省
商
議

内

容

(

『

理

財
稽

積
』

大

蔵

省
編

纂

『

明

治

前

期

経

済

資

料

集

成
』

第
一

巷
二

二
頁
)

｡

と
こ

ろ
で

こ

れ

ら

官
収

鉱
山
の

経
営
に

当
っ

て

旧

幕
時
代
と

異

な
る

と
こ

ろ
は

､

雇
用

外
人
に

よ

る

外

国

技
術
の

迅
速
な

移
植
と

い

う
こ

と

で

あ

ろ

う
｡

勿
論

､

幕
末
に

な

る

と

強
力
な

藩
で

は

藩

(

6
)

営
鉱
山
に

外
人

を

雇

傭
し

､

設
備
の

変
革
を

促
進
し
た

の

で

あ

っ

て
､

こ

の

点
は

十

分
に

強
調
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

然
し

な

(

7
)

が

ら

同

時
に

こ

の

こ

と

が

明

治

政
府
の

名
に

よ

っ

て

全

国

的
に

開

花
す

る

に

至
っ

た

事
実
は

､

軍
事
工

業
を

中
心
と

す
る

他
の

諸

産

業
と

同

様
､

改
め

て

指
摘
す

る

ま
で

も

な
い

で

あ

ろ

う
｡

明

治
新
政
に

お

い

て

は

｢

常
時
日

本
人

は
､

外

人

と

さ

え
い

え

ば

何
事
で

も

知
悉
し
て

い

る

如

く

考
え
+

一

介
の

宣

教
師

す

ら

｢

寧
術
工

垂
は

い

ふ

も

更
な
り

､

政

治
上

の

事
に

て

も
､

軍

事
上

の

事
に

て

も

皆
尋
ね

に
+

(

米
国
長
老

流

量

教

師
タ
ム

ソ

ン

談
､

(

8
)

『

日

本
石

油
史
』

､

九
三

-
四

頁
)

行
っ

た

の

で

あ
っ

て
､

明

治

三

年
閏
十

月
に

｢

百
工

勧
奨
+

を

任
務
と

し
て

設
置
さ

れ

た

エ

部

省
の

諸

事
業
経

営
も

全

く
そ

の

例
に

洩
れ

な
か

っ

た
｡

鉱
山

業
に

お

い

て

も

四

年
正

月
､

｢

本
邦
従
来
採
掘
ノ

方

タ

ル

迂
遠
ニ

シ

テ

失

費
多
シ

､

故
二

鱗
山

師
ヲ

外

囲
ヨ

リ

蒋
傭
シ

テ

閲
採
ノ

業
ヲ

執

謝

ラ

シ

メ
､

御
国
人

ヲ

シ

テ

之
ヲ

習
得
セ

シ

ム

ル

コ

ト

方

今
ノ

急
務

(

9
)

ナ

ル

ヲ

以

テ

該
英
二

熟
練
セ

ル

外

国
人
を

傭
+

わ

ん

と

す

る
､

前

か

ら
の

｢

稟
請
+

が

通

り

(

『

工

部
省
沿

革
報
告
』

五
一

頁
)

､

か

く
て

鉱
山

技
師
か

ら

事
務
家

･

坑

夫
･

医

師
に

至
る

ま
で

､

こ

と

ご

と

く
の

職
種
の

外

国
人
が

､

こ

れ

を

機
会
に

続
々

と

増
加
雇
用

(

∽
)

さ

れ

た

の

で

あ
っ

た
｡

(

6
)

例
え

ば
､

前

記

薩
摩
藩
雇

用
の

仏
人
コ

ワ

ニ

エ

､

遊
楽

部
鉛
山

で

火

薬
爆

破

を

行
っ

た

南
部

藩

雇

用
の

米
人
パ

ン

ベ

リ

ー

及

び

ブ

レ

ー

キ
､

佐

渡
鉱
山
に

火

薬

爆

破
を

伝
え

た

幕

藩
雇

用

英
人

ガ

ワ

ー

ル

､

金

平

金

山
に

お

け
る

加

賀
藩
雇

用
の

独
人

等
々

｡

(

7
)

明

治

政
府

の

名
に

よ

っ

て

と
い

う
の

は
､

新

政

直

後
に

お

い

て

は

民

行

鉱
山
が

自
己

の

負
担
で

外

人

を

雇

用

す
る

権
利
が

排
除
さ

れ

て

い

た

と

い

う
こ

と

な
の

で

あ

る
｡

こ

の

こ

と
に

つ

い

て

は

例

え
ば

明

治
三

年
十
月

､

住
友

家
が

別

子
へ

の

外

人

雇

用
を

請

願
し

た

時
､

政
府

は
､

｢

即

今

諸

銀
山

規

則

取

調

中
二

付
､

外
国

人

雇
入

ノ

儀
ハ

見

合
候

様
可

致

事
+

と

し

て

許

可
し

な
か

っ

た
｡

当

時

政
府

は
､

エ

部
省

だ

け

で

も

八

〇

名

以

上

(

鉱
山

課
､

鉄

道
局

､

電
信
局

､

燈

台

局
､

エ

作
局
の

合

計
､

｢

エ

部
省

沿

革

報

告
+

に

よ

る
)

の

外

国

人

を

雇

用
し
て

い

た

の

で

あ

る

か

ら
､

こ

の

こ

と

は

理

由
に

な

ら

な
い

｡

別

子
が

外

国

人
を

招
き

え

た

の

は

六

年

六

月
､

コ

ワ

ニ

エ

の

視

察
を

最
初

と

す
る

｡

『

別

子

開
坑
二

百

五

十

年
史
話
』

､

前
出

､

三

〇

〇
､

三

〇

六

1
三

〇

八

頁
参

照
｡
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(

8
)

こ

の

こ

と
に

関

連
し

て
､

そ

の

頃
の

世

相

-
こ

れ

は

ま

た

後
年

に

も

あ

と

を

ぴ

く
の

だ

が

-
を

あ

ら

わ

す
一

例
を

記

し

て

お

こ

う
｡

日

本
の

石

油
会

社
の

先

駆
で

あ
る

｢

長

野

石

炭
油

会
社
+

は

明

治

四

年
に

創
立

し
､

元

米
国

総
領
事
で

あ

る

ダ
ン

を

技

師
と

し

て

迎
え

､

機

械
発

注
か

ら

磐

井
に

関

す
る

技
師

一

切

を

委
任
し

た
｡

と

こ

ろ

が

輸
入

磯

城
の

う
ち

､

聖

井
上

不

可

欠

な

鉄

管
が

一

本

も

な

く
､

止

む

を

得
ず
木
管
を

使
用
し

た
｡

当

然

窒

井
の

途

中

で

坑

が

歪
曲

し
､

掘

進

不

能

と

な
っ

た
｡

こ

れ

は

ダ
ン

が

聖

井
の

知
識

皆
無
で

､

例
え

ば

始
め

仁

棚

村
に

機
械
を

据

え

付

け
､

い

よ

い

よ

開

掘
し

ょ

ぅ

と

し

た

時
､

茂
管
村

民
が

原

油
と

粘
土

を

俵
に

詰
め

て

水

田

中
に

埋

め
､

溶

出
油
の

よ

う
に

見

せ

か

け

た
の

で
､

急
い

で

仁

棚
の

機

械
を

茂
管
に

移
し

た
こ

と
に

現

わ
れ

て

い

る
｡

そ

の

た

め
に

事

業
ほ

破

綻
し

た
｡

長
野

石

炭
油
会

社

に

は

投

機
を

あ
て

こ

ん

で
､

九

条
､

五

条
な

ど

多

数
の

華

族
が

大

株
主
と

し

て

出

資
し

て

お

り
､

以

上
の

事
が

理

由
と

な
っ

て
､

も
ろ

く

も

倒
産
し

た
の

で

あ
る

(

『

日

本

石

油

史
』

､

前

出
､

八

九

-
九
五

頁
)

｡

(

9
)

｢

明

治
四

年
正

月

骨
テ

太

政

官
二

葉
議
シ

テ

日

タ
､

外

国

人

ノ

雇
傭
並

諸

器
械
購
買
専

従

東

成

規
ナ

ク

技
長
(

傭
外

国
人
)

ノ

意
二

放
任
セ

リ
｡

之
ヲ

改

革
セ

ン

ト

欲
ス

ト

雄
､

未
夕

内

国
人
ニ

シ

テ

充

分
検
査

ノ

任
二

適
ス

ル

モ

ノ

ア

ラ

ス
｡

因
テ

横
濱
異
国

東
洋

銀

行
二

重
託
ス

ル

ニ

屋
外

国
人
ノ

人

群
､

諸

器

械
購

買
及
ヒ

検
査

等
ノ
コ

ト

ヲ

以

テ

セ

ン

ト
､

此

日

允

可
セ

ラ

ル

｡

+

(

『

エ

部

省

沿

革
報
告
』

六

頁
)

｡

(

1 0
)

之
と

同

時
に

一

方

で

は

学

校
を

設

け
て

教

師

を

西

洋
か

ら

迎
え

､

府

藩
県
か

ら

生

徒
を

選

抜

し
､

講

義
と

実

習
と
に

よ
っ

て

欧

米

技
術

を

吸

収

す
べ

き
こ

と

を

述
べ

た

大

島
高
任

の

意
見

書
に

よ
っ

て

四

年

八

月
に

工

学

寮
が

設

け

ら

れ
､

ま

た

外

国

留
学

も

促
進

さ

れ

た
｡

『

大

島

高
任

行

実
』

六

八
三

-
四

貞
｡

な
お

三

枝

博
音

『

技
術

史
』

昭

和
一

四

年
刊

(

東

洋

経

済
新

報

社

『

現

代
日

本

文

明

史
』

第
十

四

巻
)
､

三

二

九

-
三

三

〇
､

三

五
一

頁

以

下

を

参
照

｡

工

部
省
雇
用
外

人

中
､

鉱
山

関
係
は

一

八

六

八

年
(

明

治
元

年
)

か

ら
一

八

八

四

年

(

明

治
十
七

年
)

の

解
雇
終

了
に

至
る

ま
で

八

十
一

名
､

北

海
道

開
拓
使
雇

用
外

人

中
鉱
山

関
係
は

六

名
で

あ
っ

て
､

こ

れ

を

国
籍
別
に

す

れ

ば

鉱
山

師
長
ゴ

ッ

ト

フ

レ

イ
､

副
師

長
ウ
ォ

ー

ト

ル

ス

を

始
め

と

す

る

イ

ギ

リ

ス

人
三

十
五

名
､

鉱
山

師
コ

ワ

ニ

エ

そ

の

他
の

フ

ラ

ン

ス

人
二

十

五

名
､

鉱
山

兼
製
鉱
師

ネ

ッ

ト

ー

を

筆
頭
と

す
る

ド

イ

ツ

人

十

八

名
､

開
拓

使
聴
用
地

貿

家

ラ

イ
マ

ン

を

首
と

す
る

ア

メ

リ

カ

人
八

名
及

び

オ

ラ

ン

ダ

人
一

(

1 1
)

(

望

(

望

名
で

あ
っ

た
｡

以

下
こ

れ

ら

を

勤
務
地

別
､

職

種
別

､

雇
入

及
び

(

叫
)

(

15
)

解

雇
別

､

勤
続
年

数
別
に

す
れ

ば

次
の

通
り
で

あ
る

｡

第 1 表 官行鉱 山勤

務 地 別 雇用 外人表

勤 務 地l 外人 数

4

-7

0
ノ

8

7

′

b

∠

U

5

4

3

2

2

1

lq
ノ

生 野 銀 山

釜 石 鉄 山

高 島 炭 萌二

本 局

佐渡 金銀 山

北 海道 関 係

阿 仁 銅 山

院 内 銀 山

大 君 金 山

小 坂 銀 山

三 池 炭 坑

計‡累

3 9j
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第2 表 官 行 鉱山職 種

別雇 用 外 人

種1･ 外 人 数

2 6

1 3

1 2

1 0

9

5

4

3

3

2

職

坑 夫 及 職 工

機 械 技 師

鉱 山 技 師

精 錬 技 師

地 質 学 着

船 長 及 船 員

土 木建築技師

記

官

師

計l 8 7

書

教

医

A
ロ

第3 表 雇 人 及解雇 年別 雇 用 外 人 表

年入 牢l 解 雇年 代 l 雇

0

0

3

2

2

5

4

4

9

7

5

3

5

5

8

9

3

5

1

1

8

0

0

′

0

0

亡
J

7

1

1

l

l

11

元

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

治明

明

第4 表 勤 続年数 別

雇 用 外 人 表

数人外

∠

U

5

5

一

5

ユ

一

5

2

0

1

1

1

5

勤 続 年 数

1 年未 満
〝

ク

ク

〝

〝

ク

〝

〝

〝

山

明

年

年

午

年

午

年

午

年

年

年

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 0

不

7
0

0計合

こ

の

よ

う
に

し

て

明

治
政

府
は

､

英
･

米
･

仏
･

独
な

ど

先

進

湖

国
の

技
師
か

ら

坑

夫
に

至
る

ま
で

約
九

十

名

を

高
給
を

も
っ

て

招

(

1 6
)

碍
し

､

こ

れ

を

富

鉱
脈
を

有
す

る

官
行

鉱
山
に

次
々

に

配
置
し

､

(

1 7
)

直
接
に

そ

の

方

法
を

移
植
し
ょ

う
と

し

た

の

で

あ
っ

た
｡

(

1 1
)

『

工

部

省

沿

革
報

告
』

､

『

明

治
工

業
史
』

鉱
業

篇
､

『

日

本

鉱
業

発
達

史
』

､

『

大

島
高
任

行
実
』

､

轟
商

務

省

鉱
山

局

『

鉱
山

発
達

史
』

昭

和
三

十
三

年

刊
､

北

海
道

庁

『

北

海

道

鉱
山

略

記
』

昭

和
二

二

年

刊
､

北

海
道

炭
礪
鉱
山

株
式

会

社

『

五

十

年
史
』

昭

和
一

四

年
刊
か

ら

計

出
し

た
｡

『

工

部

省

沿

革
報

告
』

の

｢

傭

外
国

人

各

務

担

当

表
+

は

て

二

の

点
で

不
正

確

な
の

で

出

来
る

限
り

補

正

し

た
｡

こ

の

作

業

は

困

難
で

あ
っ

て

未
だ

完
全
と

な

し

難
い

｡

な

お

こ

の

間
の

民

行

鉱
山

炭

坑

雇

傭

外

人
は

久

原

炭

坑
一

､

長

野
石

炭
油
三

､

金

平

金

山
､

別

子
､

中
小

坂
､

山
ケ

野
､

高
島
各

一

が

明

ら
か

に

な
っ

て

い

る
｡

『

別

子

史
話
』

､

『

日

本

石

油

史
』

､

『

工

部

省

沿

革

報

告
』

､

農
商

務

省
『

本

邦
鉱
業
の

一

班
』

明

治
三

十

九

年

版
､

五

代

竜

作
『

山

ケ

野

金
山

鉱
業

誌
』

明

治

四

十
三

年
刊

､

『

男

爵

団

琢

磨
伝
』

に

よ

り

計

出
｡

(

1 2
)

計

数

が

多
い

の

は

重

複
を

許
し

て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

中

小

坂

は

民

行

時

代
｡

尚
ウ

ォ

ー

ト

ル

ス

は

民

行

中
の

中

小

坂
に

雇

傭
さ

れ
､

ラ

イ
マ

ン

は

信

越
の

油

田

調

査

を

九

年
二

月

-
十

一

月

ま
で

に

行
っ

て

い

る

が

表
か

ら

は

除

外

し

て

あ

る
｡

(

1 3
)

坑

夫

及

び

職
工

と
は

坑

夫

十

四
､

坑

夫

頭
五

､

洗

鉱
夫

頭
､

器

械
職
工

長
､

煉

互

積

職
､

鍛
冶

職
､

汽

車

組
立

師
､

施

鉄
エ

､

鋳

鉱
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炉
看
手

兼

ガ

ス

技
手

各
一

｡

鉱

山

技

師
は

､

鉱
山

師
六

､

鉱
山

兼

製

鉱
師

､

炭

坑

師

各
二

､

鉱
山

師

長
､

鉱
山

副
師

長
､

鉱
山

器

械

製

鉱

師
､

開
坑

師
､

鉱
山

師

補
助

各
一

｡

機
械

技
師
は

器

械
師

八
､

器

械

師

長
､

機
械

方

各
二

､

器

械

兼

製
鉱
師

一

､

精

錬
技

師
は

､

鉾

鉱
師

二
､

製
鉱

師
､

鋳

鋼

鉱
師

､

焼

鉱
夫

､

鋒

銑

師
､

製
鉄

師
､

路

鉱

師

補

助

各
一

､

教

官
は

､

教

官
､

教

官
鉱
山

製

鉱
師

､

教

官

分

析

開

坑

師

各
一

｡

以

上

を

そ

れ

ぞ

れ

合

計
し

た

も
の

で

あ

る
｡

(

1 4
)

計

数
の

多
い

の

ほ

再

雇
用

､

解

雇
を

含
む

た

め

で

あ

る
｡

メ

ッ

ケ
ル

は

前

記
の

如
く

｢

エ

部

省

沿

革
報
告
+

で

は

分

ら

な
い

ま

ま

だ

が
､

『

明

治
工

業

史
』

鉱
業

篇
に

｢

明

治

十
三

年

猟

人

メ

γ

ケ
ル

来

り
て

冶

金

上
の

施
設
に

輿
か

り
､

鮭
ま

る

こ

と

約
三

箇
年
+

(

四

五

四

頁
)

と

あ
る

の

で

解

雇

年
を
一

応

明

治
十

六

年
と

し

た
｡

不

明
は

雇

用
年
に

つ

い

て

ほ

全

年
の

ド

イ

ツ

人

及
び

阿

仁
の

ラ

イ
ヘ

ル

､

解

雇

牛
に

つ

い

て

は

前
二

者
の

ほ

か
､

中

小
坂
の

ベ

ル

ギ
レ

ン

､

北

海

道
の

ゴ

ー

ジ

ョ

ー
､

バ

レ

ー
､

タ

ウ

ス
､

久

原
の

モ

リ

ス

､

佐

渡
の

シ

ャ

ル

マ

ン

｡

(

1 5
)

不

明
は

前

記
八

名
､

十

年

以

上

ほ
､

イ
ギ

リ

ス

人

器

械

兼

梨
鉱

師

(

三

年
七

月

-
十
四

年
六

月
ま

で

佐

渡
勤

務
､

十
五

年
三

月

-
十

六

年
二

月

ま
で

釜

石

勤

務
)

ス

コ

ッ

ト
､

九

年

以

上

は
､

鉱

山

師

(

元

年
九

月

-
十

年
一

月
生

野

勤
務
)

フ

ラ

ン

ス

人
コ

ワ

ニ

エ

｡

尚
､

工

部

省

沿

革
報

告
中
に

は

｢

バ

ロ

ン

･

ホ

ン

リ

ク

ー
･

オ

ー

ヘ

ン

ヲ

傭
ヒ

諸

銀
山
ヲ

甜
槍
セ

シ

メ
+

た

こ

と

が

明

治
三

年
の

項
に

見

え

る

が
､

前

記

担

当

表
に

は

記

さ

れ
て

い

な
い

｡

こ

れ

は

大

島
高

任

行
実

に

あ
る

リ

ク

ト

オ

ー

ヘ

ン

と

同

人

で

あ
っ

て
､

そ

の

雇

用
に

ほ

問
題

が

あ
っ

た

様
で

あ

る
｡

大

島
高
任
の

意

見

書
に

よ

れ

ば

雇
用

期

間

四

カ

月

と

あ
る

(

『

大

島

高
任
』

､

前
出

､

六

八

八

-
六

九
二

頁
)

の

で

一

応
こ

れ

を

計

出

し

た
｡

(

1 6
)

例

え

ば

明

治

四

年

十
二

月
工

部

省

各

科
工

術

等

親

表

(

職
階

及

び

月

給
表
)

の

説

明
の

中
で

そ
の

最

高

職
た

る

｢

都

検

及
ビ

語
長

ノ

如
キ

ハ

現

時
英

人
二

乏
キ

カ

故
､

暫
ク

外

国

人
ヲ

傭
使
シ

+

た

程
で

あ
る

が
､

六

年
二

月

解

雇
の

フ

ラ

ン

ス

入

坑

夫
の

月

給
で

す

ら
上

師

一

等
給

(

職
階

は
､

都
検

､

大
､

中
､

少

長
､

上
､

中
､

少

師
､

大
､

中
､

小

手
､

一

等
､

二

等
､

等
外
に

分

れ
､

月

給
は

小

手

以

上
は

一

-
四

等
､

見

習
は

上

中

下
に

分

れ

て

い

る
)

に

当

り
､

日

本
の

｢

職

工

中
ヨ

リ

其

技

能
ク

エ

長
タ

ル

ペ

キ

者
+

で

あ

る
一

等
大

手
の

一

･

七

倍
に

当
っ

て

い

た
｡

ま
た

､

十

年
一

月

改

定
の

表
に

よ

れ

ば
､

十

年
十
二

月
解

雇
の

イ
ギ

リ

ス

入

坑

夫
の

月

給
ほ

少

技
長

(

少

長
)

の

上
に

当
っ

て

い

る
｡

民

坑

で

も
､

別

子

碑
傭
の

ラ

ロ

ッ

ク

は

当

時
住

友

家

最
高

給

者
の

六

倍
の

月

給
を

得
た
の

で

あ
る

｡

ラ

ロ

γ

ク

が

別

子
に

お

い

て
､

新

規

設

計
を

立

て
､

｢

新
規
開

拓

総

体

費
+

と

し

て

予

算
も

ろ
と

も

に

目

論
見

書
を

記
し

た

時
､

彼
は

日

本

人
が

当

然

外

人
の

指
導

下
で

使
用
さ

れ

る

も

の

と

決
め

て

い

た
｡

そ
こ

で

車

道
の

設

計

中
､

｢

外

囲
技
術
家

一

名

開
拓
の

鳥
屋
入

る

に

付
､

月

給

四

百

五

拾

圃
と

見

込
､

三

箇
年
牛

旗
費
共

総
計

式
萬
百

園
､

こ

れ

に

附
属

す
る

日

本
人

両

名

給

料

武

千

園
+

と

記
さ

れ
て

お

り
､

ラ

ロ

ァ

ク

の

た

て

た

総
工

費
中
の

約
五

分
の

一

が

外

人
の

給

料
に

あ

て

ら

れ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

｢

お

そ

ら

く

そ
の

頃
の

官

営

銀
山

で

は
､

政

府

は

か

3

う

し
た

御

慮
外

人
の

予

算
の

も

と
に

諸

種
の

施
設
を

な
し

､

こ

れ

が

朗
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事

業
経

営
上

大

き

な

癌
と

な
っ

た

わ

け
で

あ

ろ

う
+

(

『

別

子

閲

坑
二

百
五

十

年
史
話
』

､

前

出
､

三

二

五

i
三

二

六

頁
)

と

い

わ

れ

る

の

も

真
理
の

一

面

を
つ

い

て

い

る
｡

と

こ

ろ

が

こ

れ

で

も

少
い

と

さ

れ

て

い

た
｡

ワ

グ

ネ
ル

､

前

掲

書
､

参
照

｡

(

1 7
)

『

明

治

六

年
二

月
五

日

本

邦
諸

銀
山
ハ

天

下

物
産

ノ

最
タ

ル

モ

ノ

ナ

リ
､

而

チ

エ

部
省
中

一

寮
ヲ

立

ツ

ル

ト

錐

経
費
二

堪
ヘ

ス

シ

テ

事

業

甚

夕

少
ナ

リ
｡

宜
夕

大
工

官
坑

(

拾

ケ

所
許
ヲ

撰
ミ
)

ヲ

開
キ

､

ソ

ノ

安
全

歳
入
ヲ

仰
カ

ス

シ

テ

準

備

金
ヲ

以

テ

耕

給
シ

…

…

事
賓
ヲ

大
ニ

シ

テ
､

大
二

造

化
ノ

妙
利
ヲ

興

サ

ン

コ

ト

ヲ

…

…

太

政

官
ヨ

リ

本

省
二

令
セ

ラ

ル

』

(

『

エ

部

省
沿

革
報

告
』

五

三

頁
)

｡

三

産
業
の

全

分

野
に

わ

た
っ

て

日

本
が

欧

米
に

比

較
し

て

は

る

か

に

お

く
れ

て

い

た

こ

と

ほ
､

幕
府
時
代

後
期
の

知
識
層
に

は

充
分

認
識
さ

れ

て

い

た
｡

そ

れ

故
に

幕
末
に

至
れ

ば
､

軍
事
工

業
を

先

端
と

し
て

外

国
技
術
が

次
々

に

導
入
さ

れ

始
め
る

の

で

あ

る
｡

パ

ン

ペ

リ

ー
､

ガ

ワ

ー

ル
､

コ

ワ

ニ

エ

な

ど
が

幕
府

並

び

に

強
藩
の

詔

鉱
山
で

示
し

た

実
力

は

否

応
な

し
に

外

国
技
術
の

進
歩
を

明

瞭

に

し

た
｡

従
っ

て

諸

藩
統

一

後
の

明

治

政

府
が

外
人

雇
用
に

よ

っ

て

外

国

技
術
を

直

接
に

日

本
鉱
山

業
に

接
木
せ

ん

と

試
み

た

こ

と

は

当

然
で

あ

っ

た

と

考

え

ら

れ

よ

う
｡

外

人

雇
用
の

意
義
は

右
の

(

1 8
)

点
に

､

そ

し

て

こ

の

点

に

の

み

限

ら

れ

て

い

た

と

い

っ

て

よ

い
｡

9 4ク
J

こ

れ

ら

英
米
仏
独
な

ど
の

外

国

人

技
術
者
の

任

務
は

､

ま

ず
鉱

床
､

炭
田

､

油
田

を

地

質
鉱
物
学

的
に

調

査

を

基
礎
に

し

て
､

現

在
の

採
鉱

､

精
錬
法
に

つ

い

て

改

正

す
べ

き

点
を

明

ら
か

に

し
､

い

か

に

し
て

新
設
備
を

各
鉱
山
の

地

形
及
び

現

在
の

稼
行
状
況
に

応
じ

て

採
用
す
べ

き
か

を

設

計
し

､

そ

の

設
計
の

為
の

予

算
を

見
積
り

､

か

く
し

て

日

本
人

技
術
者
並
に

労
働
者
を

指
導
し
っ

つ

そ

れ

ら
を

実
行
す

る

こ

と

に

あ
っ

た
｡

(

1 8
)

丸

山

寅

男
他

『

日

本
の

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

』

昭

和
二

十

八

年

刊
､

丸
山

美
男
『

日

本
政

治

思

想

史
研

究
』

昭

和
二

十

七

年
刊

､

参
照

｡

日

本
に

雇
用
さ

れ

た

外
国
人

技
術
者
の

隈
に

映

じ
た

の

は
､

日

本

鉱
山
業
の

全

面

的

未
発
達
と
い

う

事
実
で

あ
っ

た
｡

此
の

事
実

に

対

す
る

批
判
は

厳
正

且
つ

詳
細
で

あ
っ

た
｡

い

ま

鉱
業
雇
外
人

技
師
の

足

跡

を

ほ

ぼ

確
か

め

う
る

も
の

と

し

て

利

用
で

き

る

の

ほ
､

ネ

ッ

ト

ー

『

日

本

鉱

山

編
』

､

コ

ワ

ニ

エ

『

日

本

鉱
物
資
渡
に

関
す

る

覚
書
』

お

よ

び

『

別

子

開
坑
二

百

五

十

年
史
話
』

に

摘

記
さ

れ

た

ラ

ロ

ッ

ク

な

ど
の

業
績
で

あ

ろ

う
｡

こ

れ

ら

の

ど

れ

を

と
っ

て

み

て

も

当

時
の

雇
用
外
人
が

技
術
上
に

お

い

て

す

ぐ

れ

た

才
能
の

持
主
で

あ

る

ば

か

り

で

な

く
､

社
会

的



( 1 1 ) 明 治前期に お け る 日 本 鉱山業 の 革新

(

1 9
)

識
見
に

お

い

て

も

豊
か

で

あ
っ

た

こ

と
が

わ

か

る

の

で

あ

る
｡

そ

し

て

彼
ら
の

日

本

鉱
山

業
に

つ

い

て

の

知

識
は

僅
か

の

期

間
に

修

得
さ

れ

た

も
の

と

し
て

は

本

質
を

つ

き

あ

て

て

お

り
､

し

た

が
っ

て

批
判
も

厳
密
か

つ

詳
細
で

あ

っ

て
､

改

正

す
べ

き

点
の

指
摘
は

懇
切

を

極
め

て

い

る
｡

そ

れ

ら
の

批
評
を

こ

こ

で

要
約
し
て

お

く
｡

ま

ず
採
鉱
に

つ

い

て
｡

一

般
に

竪

坑
お

よ

び

斜

坑
を

知
ら

ず
､

ほ

と
ん

ど
が

横
に

掘
り

入

り
､

つ

る

ほ

し
､

た

が

ね
､

鉄
槌
の

み

で
､

火

薬
を

使
用
せ

ず
､

岩
石
の

や

わ

ら
か

な

良

鉱
の

多
い

部
分
だ

け

を

追
っ

て

採
掘
し
て

い

る
｡

し

た

が
っ

て

横
坑

､

支
坑

と

も
に

狭

陰
で

あ

り
､

ま

た

坑

道
が

屈
折
し

て

い

る

の

で

空

気
流
通
に

も

運

搬
に

も

不

便
で

あ

る
｡

ま
た

換
気
装

置
が

不

十

分
で

あ

り
､

運

搬

に

も

小

児
を

用
い

て

数
千
メ

ー

ト

ル

の

段
々

を

上

下
さ

せ

て

い

る

(

2 0
)

が
､

こ

れ

は

坑
道
が

狭
小

に

す

ぎ

る

こ

と
の

表
現
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

坑
道
で

ほ

深
部
採
掘
が

不

可

能
で

あ
っ

て
､

深
部
の

浸
水

ば
か

り

で

な

く
一

般
に

排
水

は

困

難
で

あ

り
､

手

動
ポ

ン

プ

以

外

に

入
る

余
地
が

な
い

｡

し
た

が

っ

て

こ

の

ポ

ン

プ

が

使
用
で

き
な

い

時
に

は

坑
を

放
棄
せ

ね

ば

な

ら
ぬ

｡

手

動
ポ

ン

プ

使
用
の

経

費

は

蒸
気
ポ

ン

プ

よ

り

も

は

る

か

に

割
高
で

あ

る

と

計
算
す

る

こ

と

(

2 1
)

が

で

き

る
｡

排
水

設

計
も

落
差
の

利
用
が

無
計
画
で

あ

る
｡

坑
内

照

明
に

燈

竹
を

使
用
す
る

こ

と

は

大
い

に

空

気
を

汚
濁
さ

せ

て

い

る
｡

運

搬
設

備
に

つ

い

て

は

坑

外

を

と
っ

て

も
､

遣
ら

し
い

通
が

(

2 2
)

な

い
｡

つ

ぎ
に

精
錬
に

つ

い

て
｡

各
鉱
山
に

ょ

っ

て

精

錬
の

方

法
が

全

く

異
な
っ

て

い

る
｡

現
在
の

と
こ

ろ
､

乾
式
精
錬
し

か

用
い

ら

れ

て

い

な
い

が
､

第
一

に
､

炉
の

構
造
に

欠

陥
が

あ

る
｡

ま

ず
隙
間

が

多
い

の

で

熱
が

集
中
せ

ず
､

毎

日

炉
を

改
め

ね

ば

な

ら

ず
熟
鉱

石
に

注
水
し

て

分

離

さ

せ

な

く
て

は

な

ら
な
い

か

ら
､

燃
料
を

莫

大
に

消

費
し

､

高
熱
作
業
の

た

め

労
苦
が

大
で

あ

る
｡

つ

ぎ

に
､

所
木

､

木

炭
を

使
用

す
る

の

で

森
林
が

濫
伐
さ

れ
､

資
源
が

か

れ
､

燃
料
輸
送

費
が

次

第
に

騰
貴
す
る

｡

第
二

に
､

精
錬
法
が

粗

建
な

の

で

高
品

位
鉱
石

ま
で

廃
棄
さ

れ

て

し

ま

う
｡

第
三

に
､

鉱
淳

､

有
価
煙
塵
の

利
用
法
が

全

く
な

い
｡

そ

の

他
に

属
す
る

も
の

と

し

て
､

第
一

に
､

坑
内

･

坑
外
の

測

量
図
は

羅
針
盤

･

定

規
の

間
竿
を

利

用
し
て

い

る

も
の

の

誤
差
が

ほ

な

は

だ

大

き
い

｡

第
二

に
､

工

業
試
験

･

日

記
が

全

く
不

備
で

あ
っ

て

計
画

性
を

欠
い

て

い

る
｡

(

1 9
)

日

本

坑

法
に

つ

い

て

も
､

こ

れ

ら
の

技
術
者

た

ち

は
､

第
一

に
､

外

国

人
の

鉱
業
経

営

を

禁
止

す
る

規
則
は

欧

州
に

ほ

見
ら

れ

な
い

｡

外

国

人
に

は

徴

税
で

対

処

し
､

日

本

人
の

有

能
な

技

師
･

実

務
家

･

∂

坑

夫

を

迅

速
に

養
成

す
る

こ

と
に

努
力

す
る

な

ら

ば
､

外

国

人
の

参

3 9



一 橋論 叢 第 六 十 九 巻 第五 号 ( 1 2 )

加
は

日

本

鉱
山

業
に

十

分

な

刺

激
を

あ

た
え

る

だ

ろ

う
と

警
告
し

た
｡

こ

の

点
に

つ

い

て

は
､

さ

ら
に

､

ノ

ー

マ

ン

『

日

本

に

お

け

る

近

代

国

家
の

成

立
』

時
事

通

信

社

版
､

昭

和
二

十
二

年
､

一

七

四
､

一

八

六

-
七
ペ

ー

ジ

の

指

摘

を

参

照
｡

第
二

に
､

日

本

坑

法
に

は

鉱
山

労

働

者

を

保

護

す
る

条

項
､

す

な
わ

ち
､

鉱
山
巡

査

設

置
､

災
害

補

償

規

定
､

福
利

施

設

な

ど
が

欠

如
し

､

ま

た

労
働
条

件
の

規

定
が

皆
無
で

ぁ

る

こ

と

を

痛

烈
に

批

判
し

た
｡

た

と

え

ば
､

ネ
ッ

ト

ー

『

日

本

鉱

山

編
』

､

一

四

四
､

一

五

八
､

一

六
一

ペ

ー

ジ

な

ど

を

参

照
｡

(

2 0
)

｢

運

撮
は

子

供
が

背

負
っ

て

や

る

の

で

あ

る

が
､

荷
を

背

負
っ

て

八

粁
以

上

は

運
ぺ

な
い

の

で
､

作

業
が

あ

る

点
ま

で

進

捗
し

て

く

る

と
､

彼
等
は

一

日
､

二

･

三

往

復

し
か

出

来
な

く

な
る
+

コ

ワ

ニ

エ

､

前
掲

書
､

一

〇

四
ペ

ー

ジ
｡

(

2 1
)

ネ
ッ

ト

ー
､

前

掲

苔
､

二

七

-
九
ペ

ー

ジ

の

計

算
を

参
照

｡

日

本

の

手

動

ポ

ン

プ

で

か

か

る

費

用
は

蒸

気

カ
ポ

ン

プ

の

約
一

四
五

･

三

倍
で

あ

る
｡

(

2 2
こ

｢

彼

地
に

は

…

…

所

謂

道

な
る

も

の

な

し
+

､

｢

別

子

山

中

第
一

の

問
題
は

道

路
也
+

(

ラ

ロ

ッ

ク

目

論
見

書
､

『

別

子

閲

坑
二

百
五

十

年

史
話
』

､

三
一

五

ペ

ー

ジ
)

｡

即
ち

､

工

部

省
本
局

詰
鉱
山

技
師
ゴ

ッ

ド

フ

レ

ー

や

北

海
道

開

拓
使

碑
僻
地

貿
家
テ

ィ

マ

ン

を

始
め

と

し
て

､

各
鉱
山

勤
務

外
国

人
は

､

明

治
元

年
以

降
､

十

数
年
問
に

日

本

全

土
の

地

質
鉱
物

学

的

調

査
を

行
い

､

諸

所
で

科

学
的
試
錐
探
鉱
(

明

治
九

年
､

ポ

γ

タ

一

に

よ

る

高
島
ダ

イ

ヤ

モ

ン

ド

試
錐
な

ど
)

を

試
み

つ

つ

日

本

人

技
術
者
の

育
成

に

努
め

た

(

『

工

部
省

沿

革
報
告
』

､

『

大

蔵
省

謝

沿

革
志
』

､

『

大

島
高
任

行

実
』

『

日

本
石

油
史
』

な

ど

の

豊

富

な

記
述

参
照
)

｡

各

鉱
山
に

つ

い

て

は
､

新
規
開
坑
に

倍
す

る

合

理

性
が

要
求
さ

れ

た

こ

と

は

い

う

ま
で

も

な
い

｡

輸
送

用
の

河

川
､

港
は

汝
深
の

要
あ

り
､

運

搬
道
路
は

馬
車

､

牛
車
の

通

行
を

可

能
な

ら
し

め

る

よ

う
に

補
修

､

拡
大
し

､

又
は

勾
配
を

下

げ
る

為
に

新

設
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
か

っ

た
｡

こ

れ

ら
の

道
路

に

は

軌
道
が

し

か

れ

(

平

板
･

平
鉄
か

ら

明

治
十

三

年
の

院
内

､

阿
仁
の

囁
矢
と

す

る

工

字

型

軌
道
へ

)

､

鉱
車
(

木
製
か

ら

鋳
鉄

製
へ

)

を

索
引

す

る

馬

車

が

そ

の

上
を

走
っ

た

(

茅
沼

､

釜

石
､

三

池
な

ど
)

｡

坑

内
で

は

旧

来
の

二

三

乃

至
三

四
の

加
脊
の

坑
道
は

六

六

以

上

に

拡
大
さ

れ
､

斜

坑

乃

至

竪

坑
の

本

坑

這
に

は

軌
道
が

し
か

れ
､

こ

れ

を

中
心

と

し
て

順
次
に

水

平

坑

道
(

楯
入

れ
､

片

盤
)

が

開

か

れ
､

通

気
､

排
水

専
用

道
が

設
け

ら

れ

た
｡

各
坑
道
ほ

坑

井
で

連

絡
し

､

上

向
乃

至
下

向

階
段
法
が

鉱
山
に

(

佐
渡

･

生

野
囁
矢
)

残
柱
式
が

炭
坑
に

(

三

池
)

採
用

さ

れ
､

重

力

大
な

る

鉄

鎚
(

セ

ッ

ト

ウ
)

が

従

来
の

も
の

に

代
り

､

黒

色

火

薬
(

佐

渡
･

生

野
な

ど

典
型
)

､

ダ

イ

ナ

マ

イ

ト

(

明
治

十
一

年
輸
入

開
始
)

､

窒

岩
機

(

明

治

十

四

年
佐

渡
ダ

ー

リ

ン

ト

ン

式
､

十
五

年
阿
仁
シ

ュ

ラ

ム



式
､

囁
矢
)

が

使
用
を

開
始
し
た

｡

支

柱
は

三

つ

枠
止
め

な

ど

が

従

来
に

代
っ

た
｡

本
坑
道
は

数
個
に

仕
切

ら
れ

､

坑
口

に

は

汽
維

(

コ

ー

ニ

ア

シ

ェ

式
)

を

置
き

､

鉱
車
用

汽
力

持
揚
横

､

捲
揚

蚊

櫨
や

排
水

用
ポ

ン

プ
､

昇
降
用
梯
子
が

別
々

の

仕
切

り

坑
に

分

け

ら

れ

た

(

生

野
典
型
)

｡

こ

の

よ

う
な

改

造
の

典
型

は

最
初
の

官

行
鉱
山
で

あ

る

生

野
で

あ
っ

た
｡

こ

こ

で

は

元

年
以

来
､

政

府
の

教
育
制
度
整
備
に

至
る

ま

で

の

過

渡
期
に

､

各

鉱
山

派

遣
の

技
術

者
及
び

坑
夫
に

専
門
教

育
を

伝
え
る

鉱
山
学
校
が

置
か

れ

て

い

た

程
で

あ

る
｡

設

備
は

改

新
の

一

途
を

辿
っ

て

お

り
､

明

治
九

年
に

生

野
鉱
山

鉱
山

助

朝
倉
盛
明

が

記
し

た

報

告
書
は

か

な

り

克
明

に

当

時
の

状

態

を

描
写

し

て

い

る
｡

｢

…

…

坑

内

役
夫
二

重
リ

テ
ハ

酉
時
ノ

如
ク

短

命
二

梶
ル

ノ

憂

ナ

ク

坑

道

ノ

虞

キ

室

気
流
通
シ

(

2 3
)

人
々

各

寿
ヲ

保
ツ
ニ

至
ル

､

是
盛
明

深
ク

歓
喜
ス

ル

所

ナ

リ
｡

+

(

｢

生

野
鱗
山

創
業
明

治

元

年
九

月
ヨ

リ

同

九

年
八

月
二

重

ル

迄

大
景
況
+

､

三

枝
博
音
『

技
術
史
』

前
出

､

三

二

五

頁
)

選

鉱
過

程
で

は
､

従

来
､

坑
夫
が

家
に

鉱
石
を

持
ち

帰
っ

て

選

鉱
す
る

方

法
は

新
し

く

選

鉱
所
が

独

立

し
て

設
け
ら

れ

た

こ

と

に

よ
っ

て

面
目
を

一

新
し

た
｡

金
属
鉱
山
に

お

い

て

精
錬
過

程
に

埋

( 1 3 ) 明 治前期に お け る 日 本鉱 山業 の 革新

第 1 図 明 治八 年佐 渡鉱 山選 鉱系統図

鉱 石

l
〔手 剖〕

】
〔手 選 別〕

-

竿
壁

〕板汰動

鉱

劇

創

価

車
御

本
･

耕
一

チ山

7
‖
ノ〔

-
槻

一
片刃

1
ブ ル グ 竪 動汰盤〕

片
戸 墜些

ブ ル グ 竪 動汰盤〕

〔ゲ ル ツ

垂亘

〔ザ ル ツ

痙 片
P

型

〔デ ル ツ ブ ル

_
グ竪 動汰盤〕

廃右 片刃 担些

没
し

て

い

た

選

鉱
が

独

立
し

た
一

過

程
と

な
っ

た
｡

重

要
な

部
分
に

は

砕
鉱
機
(

ブ

レ

ー

キ

式
佐

渡
明

治

三

年
嘱
矢
)

､

拍
鉱
機
(

カ

リ

フ

ォ

ル

ニ

ヤ

式
佐

渡
明

治
三

年
囁
矢
)

､

汰
盤
(

リ

ア

テ

ン

ガ

ー
､

ゲ
ル

ツ

ブ

ル

グ

式
､

佐

渡
明

治
八

年
囁
矢
)

が

設
け

ら
れ

､

水

力
又
は

汽
力
で

運

転
さ

れ
､

旧

来
の

旅
揚

､

汰
板

は

漸
次

廃
止
へ

向
っ

た
｡

(

第
1

図

参
照

｡

)

拍
鉱
機
は

摩
鉱
機
と

共
に

精
錬
過

程
に

も

使
用
さ

れ

た

(

生

野
明

治
三

年
囁
矢
)

｡

精
錬
過

程
で

は

良

鉱
に

は

依

然
と

し

て

乾
式

精
錬
が

行
わ

れ

て

い

た

が
､

▲7

焙
焼
焼
黒
の

改

良

(

例
え
ば

阿
仁

明

治
十

三

年
反
射

3 9
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第 2 図 明 治 十 年生 野鉱 山選 鉱精錬系統 図

下
.
鉱 上 鉱

1
〔大 割〕

l
〔小劃手 選 別〕

十 ｢
l

上鉱

〔2 0 粍及 び 8 耗締〕
+

2 0 粍以 上

〔乾式 カ リ フ ォ
‾

ノレ ニ ヤ 鴇鉱機〕
l

〔塩 化 焙焼〕
】

〔4 4 日回 転 飾〕

4 4 日 以上

l
〔エ

ッ ジ 唐 鉱機〕

〔混 京 樽〕

⊥
,

〔分 離鍋〕

｢
⊥

r
Z

マ ル ガ ム 廃 石

4 4 日以 下

ア マ ル カ
さ
ム

上以粍

】

8

〔手 選 別〕

廃 石 上 鉱

廃 石

8 耗 以 下

i
〔湿 式梅鉱機〕

(1 0 寸 に つ き 5 0 日網)

槽〕〔分

泥砂 小 砂 大砂
+ ]

ン ガ ー 汰盤〕〔リ プ チ

片 刃 廃 石 精鉱

〔混 末 法〕

(

例
え
ば

佐

渡
明

治
九

年
貴
鉛
処
理

用
ド

イ

ツ

式

分
銀

炉
設

湖

置
)

な

ど

精
錬
の

連
続
性
が

強
調
さ

れ
､

炉
の

構
造
の

変
更

が

苦
心

さ

れ

た
｡

そ

れ

に

従
っ

て

燃
料
も

薪
炭
の

欠
陥
が

注

意
さ

れ

て

コ

ー

ク

ス
､

石

炭
の

使
用
が

エ

夫

さ

れ

た
｡

製
鉄

に

お

い

て

は

燃
料

用
コ

ー

ク

ス

製
造

炉
が

と

く
に

建
設
さ

れ

た
｡

ま
た

高
炉
1
平
炉
の

一

貫
作
業
も

計
画
さ

れ

た

(

中
小

坂
､

明

治

十
三

年
)

｡

非
鉄
金

属
鉱
石
の

貧
鉱
精
錬
に

は

混

東
注
が

採
用
さ

れ

(

佐

渡
明

治
三

牛
鍋
混

衰

法
･

生

野
明

治

三

年
フ

ラ

イ
ベ

ル

グ

式
樽
混

乗

法
囁
矢
)

､

(

第
2

図
参
照

｡

)

ま

た

貧
鉱
及

び

鉱
尾
は

湿

式
精
錬
法
(

小

坂

明

治
八

年
ハ

ン

ト

ダ

グ

ラ

ス

法
嘱
矢
)

で

処
理

さ

れ
､

更
に

燃
焼
ガ

ス

な

ど

か

ら
の

副
産
物

抽
出
も

強
調

さ

れ

た
｡

以

上
､

外

国
人

技
術
者
の

果
し

た

業
績
は

､

鉱
山

業
技
術

の

全

過

程
に

亘
っ

て

い

た
｡

こ

れ

ら
に

よ

っ

て

改

新
さ

れ

た

鉱
山

炭
坑
ほ

日

本
全

鉱
山
の

頂
点
に

立

ち
､

技
術
更

新
の

面

(

2 4
)

に

お

い

て

民

行
鉱
山
炭
坑
を

は

る

か

に

引
き

離
し
た

｡

資
力

炉
使
用
)

や

煉
瓦

熔
鉱
炉
の

創
設

(

佐

渡
ピ

ル

ツ

炉
を

先

鞭
と

し

て
､

ス

ト

ル

ベ

ル

グ

式
小

坂

明

治
六

年
嘱
矢
)

､

精
鉱

炉
の

改

善

あ

る

民

行
鉱
山

炭
坑
は

､

官
行

鉱
山

炭
坑
に

な

ら
っ

て

更
新

の

為
に

必

死
の

努
力
を

傾
け

た
｡

こ

れ

ら
の

生

産
手

段
改

新

は
､

労
働
力
の

近

代
的

構
成

を

前
提
と
せ

ず
､

外
人

技
術
者
の

こ

(

2 5
)

の

面
で

の

改
正

点
の

指
摘
は

完
全
に

無
視
さ

れ

た

が
､

と

も

か

く



( 1 5 ) 明 治前期に お け る 日本 鉱 山業の 革新

日

本

鉱
山

業
近

代
化
の

途
は

こ

こ

に

先

鞭
を

つ

け
ら

れ

た

と

い

っ

て

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

然
し

な
が

ら
こ

れ

ら
の

外

人

技
術
者
は

相

互

に

連
絡
が

あ

っ

た

わ

け

で

は

な

く
､

従
っ

て

導
入
さ

れ

た

技
術
は

､

ば

ら

ば

ら
で

あ
り

､

錯
荘
を

極
め
て

い

る
｡

接
木
さ

れ

た

技
術
が

民

行

鉱
山

炭
坑
に

漸
次

吸

収
さ

れ
､

整
理

さ

れ

て

い

く
の

は
､

明

治
二

十

-
三

十

年
代
で

あ

る

と
一

応
見
定
め
て

よ

い

だ

ろ

う
｡

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

そ

の

吸

収
､

整
理

は

遂
に

完
成

さ

れ

ず
､

次
々

に

紹
介
さ

れ

る

外

国
の

生

産
手

段
を

た

え

ず
追
跡
し

続
け
る

の

み

で
､

従
っ

て

自
己
の

発
明

､

発
見
に

か

か

る

技
術
と

し
て

は
､

外

国
の

も

の

の

部
分

的
改

造
に

終
る

と
い

っ

た

歴
史
ほ

､

日

本
の

工

業
諸
部
門
の

み

な

ら

ず
鉱
山

業
で

も

指

摘
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

特

殊
性
を

有
し

て

い

た

と
い

え

る

で

あ

ろ

う
｡

(

23
)

も
っ

と

も

こ

れ

は

必

ず
し

も
一

般
的
に

い

え
る

わ

け
で

は

な
い

｡

労
働
条
件
の

質
的

転
化
が

な
い

限

り
､

労

働
状

態
の

一

般

的

改

善
は

緒
に

つ

き
に

く
い

と
い

え
る

｡

た
と

え

ば
､

坑

内
照

明
に

燈

竹

を

用

い

る

こ

と

は
､

外

人

技

街

着
が

き
び

し

く

批
判
し

た

所
で

あ

る

が
､

阿

仁
で

は

十
六

年

頃
ま

で
､

小

坂
､

院
内

な

ど
で

ほ

二

十
三

年
ご

ろ

ま
で

使
用
し

続
け

て

い

た

(

『

明

治

工

業

史
』

鉱
業
篇

､

二

二

三

ペ

ー

ジ
)

し
､

手

動
ポ

ン

プ

も

依

然
と

し

て

使
用

さ

れ

て

い

た
｡

選

鉱

所
の

設

置
も

唯
々

手

力
一

本

で

お

し

通

し

た
の

で

あ
る

か

ら
､

紛

争

を

ま

ぬ

が

れ

な
か

っ

た
｡

生

野

(

明

治

二

年
､

四

年
)

､

佐

渡
(

明

治

五

年
)

､

院
内

(

明

治

十
一

年
)

の

坑

夫

蜂
起

は

こ

の

点

を

明

白

に

し

て

い

る

(

『

エ

部

省

沿

革

報

告
』

九
七

､

一

〇
二

､

一

〇
三

､

一

三

〇
ペ

ー

ジ
)

｡

(

2 4
)

た

だ

ち

に

生

産
量
の

比

較
に

し
て

し

を
フ

の

は

危

険
を

ま

ぬ

が

れ

な
い

が
､

と

り

あ

え

ず
第
5

表

を

参

照
さ

れ

た

い

｡

官
行

鉱
山

1

財
閥
大

鉱
山

-
中
小

鉱
山
の

系
列
に

は

と

く
に

注

意
が

必

要
で

あ
っ

て

官

行

鉱
山

払

下
は

前
二

者
の

結
合

と

し

て

あ

ら

わ

れ
る

の

で

あ
る

｡

次
の

引

用

を

参
考
に

し

た

い
｡

｢

本

邦
中

二

大

小

三

石

有
余

ア

リ

就

第 5 表 明 治十 年金銀

銅石 炭産量 表

貫l 昌
民

行

金

(

万

匁
)

九

二
ニ

七
･

三○

ヒ
L
⊥

率

一

〇

〇
･

〇

七

八
･

五五

銀

(

万

匁
)

二

九

四
･

五

一

九

八
･

九

九
五

こ
ハ

し

し

L

⊥

率

一

〇

〇
･

〇

六

七
･

五

三

二

･

五

銅
(

万

匁
)

六

五

七
･

〇

七

二
･

七

五

八

四
･

三

ヒ
L
⊥

率

一

〇

〇
･

〇

一

一

･

一

八

八
･

九

石

炭
(

万
1
)

四

九
･

九

六
･

五

四
三

･

四

比

率

一

〇

〇
･

〇

八
六

･

八

β∂9
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中

産

鋼
ノ

多
キ

ハ

官

坑
ニ

シ

テ

羽

後

国

秋

田

郡

阿

仁

銅
山

､

私

坑
ニ

シ

テ

伊

予

国

字
摩

郡

別
子

銅
山

ノ

ト

ス

+

､

｢

阿

仁

各

鋸
ノ

位
地
ハ

天

然
ノ

富

錬
ニ

シ

テ
･

:

ニ
･

院

内
ハ

内

園

中

多
ク

見

サ

ル

ノ

艮

礪
二

富
､

､

､

…
=

云
々

+

(

『

エ

部

省
沿

革

報

告
』

､

六

五
ペ

ー

ジ
)

｡

･
備

考
｡

L

『

工

部
省

沿

革

報

告
』

､

『

明

治
工

業

史
』

鉱
業

篇
よ

り

計

出
｡

2 .

官
行

中
､

院
内

､

生

野
､

阿

仁
､

三

池

は

九

年

七

月

-
十

一

年

六

月
の

年
平
均

｡

大

君
並

真

金
と

小

坂
は

九

年

七

月

-
十

年
六

月
の

数

字
｡

佐

渡
は

『

明

治
工

業
史
』

に

よ

る
｡

3 .

官
行

中
､

金
は

生

野

(

六

〇
%

以

上
)

､

佐

渡
､

大

昔
､

院

内

で

九

〇
%

以

上
､

小

坂
､

阿

仁
ほ

徽
少

｡

銀

は

佐

渡
(

三

〇

%

以
上
)

､

院
内

､

生

野
､

小

坂
で

九

〇

%
以

上
､

阿

仁
､

大

葛
は

微
少

｡

銅
は

阿
仁

九

〇

%
以
上

､

院
内

､

佐

渡
､

小

坂

は

微
少

｡

石

炭
は

三

池
の

み
｡

屯

民

行

中
､

金

最

大
は

島
津

芹
が

野
一

二
､

銀

最

大

は

五

代

半

仲

田

三

･

一

､

銅
最

大
四

山
は

住

友
別

子
一

三

四
･

八
､

古

河

草

倉
一

4

五
･

五
､

岩

崎

吉

岡
一

二
･

九
､

古

河

足

尾

九
･

三
｡

5 .

一

オ

ン

ス

=

七
･

五

六

匁
､

一

ポ

ン

ド

=

〇
･

七

五

六

斤

と

し

て

換

算
｡

良

明

治

十

年
に

つ

い

て

は

ネ

ッ

ト

ー

も

前
掲

書
で

数

値
を

出
し

て

い

る
｡

こ

こ

で

ほ

省
略

｡

(

2 5
)

た

と

え

ば

ネ
γ

ト

ー

が

指

摘

し

た

鉱

業

警

察

制

度
は

､

｢

鉱
業

条

例
+

(

明

治
二

十
五

年
)

で

よ

う

や

く

実

現
の

は

こ

び

と

な

り
､

共
済

制

度
は

つ

い

に

不

完

全
の

ま

ま

放

置
さ

れ
､

退

職
金

規
定

は

納

屋
=

飯

場
制
を

と

る

か

ぎ

う

ぁ

り

え

な
か

っ

た
｡

ま

た
､

仲

買
人

買

鉱
制

も

残

置
さ

れ

た

ま

ま
で

あ
っ

た
｡

(

一

橋
大

学

教

授
)




